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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年３月24日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３

号及び第19号の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条

の５第５項の規定に基づき当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
２【訂正事項】

１　提出理由

２　報告内容

　１．当社の特定子会社の異動に関する事項

　　(3) 当該異動の理由及びその年月日

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
　（訂正前）

 １【提出理由】

当社は、2025年３月24日の取締役会において、当社グループが営むエネルギー事業の一部である角形リチウム

イオン電池（以下「本製品」といいます。）の生産を終了するとともに、本製品の生産を行う連結子会社Wuxi

Maxell Energy Co., Ltd.を解散することを決議いたしました。

これに伴い、当社の特定子会社の異動及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に著しい影響を与える事象が発生する見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第19号の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま

す。

 

 ２【報告内容】

１．当社の特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく

報告）

　　　 (3) 当該異動の理由及びその年月日

① 異動の理由

    当該特定子会社の解散に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。

 ② 異動の年月日

             現地の法令等に従い必要な手続きが完了次第

 
　（訂正後）

 １【提出理由】

当社は、2025年３月24日の取締役会において、当社グループが営むエネルギー事業の一部である角形リチウム

イオン電池（以下「本製品」といいます。）の生産を終了するとともに、本製品の生産を行う連結子会社Wuxi

Maxell Energy Co., Ltd.を解散することを決議いたしました。

しかしながら、2026年２月４日の取締役会において、同社の解散は中止し、当社が有する同社の全持分を中国

国内企業に譲渡することを決議いたしました。

これに伴い、当社の特定子会社の異動及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に著しい影響を与える事象が発生する見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第19号の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま

す。

 

 ２【報告内容】

１．当社の特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく

報告）
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　　 (3) 当該異動の理由及びその年月日

        ① 異動の理由

            当該特定子会社の持分譲渡に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。

        ② 異動の年月日

           現地の法令等に従い必要な手続きが完了次第

 
以 上
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